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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報に含まれる顔画像を検出するとともに、該顔画像に対応する人物および該人物
の顔の向きを特定する顔検出手段と、
　予め各人物毎に任意の顔の向きを登録する登録手段と、
　前記顔検出手段により特定された人物と顔の向きとの組み合わせが前記登録手段に登録
された人物と顔の向きとの組み合わせに一致するか否かを判定する顔角度判定手段と、
　前記顔角度判定手段により一致すると判定された画像情報に対して所定の画像関連処理
を行うか、あるいは、前記顔角度判定手段により一致すると判定されたタイミングで所定
の画像関連処理を行う顔画像処理手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記登録手段は、複数の人物の各々に対して異なる顔の向きを登録し、
　前記顔角度判定手段は、前記顔検出手段により検出された人物が前記登録手段に登録さ
れている複数の人物のいずれであるかに応じて異なる顔の向きの一致を判定することを特
徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記登録手段は、一人の人物に対して複数の顔の向きを登録するとともに、これら複数
の顔の向きの間での優先度を登録し、
　前記所定の画像関連処理を行う際の優先度に関する条件を任意に指定する優先度指定手
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段を更に備え、
　前記顔角度判定手段は、前記顔検出手段により検出された人物の顔の向きに対する優先
度が、前記優先度指定手段により指定された優先度に関する条件を満たすか否かを判定す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記優先度指定手段は、前記所定の画像関連処理の内容に応じて異なる優先度に関する
条件を指定することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記所定の画像関連処理は、複数の画像情報から一の合成画像を生成する合成画像生成
処理であり、
　前記優先度指定手段は、前記合成画像生成処理を行う際の優先度に関する条件として、
所定以上の優先度の顔に対応する画像情報を中央に配置し、それよりも低い優先度の顔に
対応する画像情報を周辺に配置して一の合成画像を生成する条件を指定することを特徴と
する請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記所定の画像関連処理は、記録されている複数の画像情報の中から選択的に画像情報
を削除する画像削除処理であり、
　前記優先度指定手段は、前記画像削除処理を行う際の優先度に関する条件として、所定
以下の優先度の顔に対応する画像情報を削除する条件を指定することを特徴とする請求項
４に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記所定の画像関連処理は、自動的に静止画の撮影記録を行う自動撮影処理であり、
　前記優先度指定手段は、前記自動撮影処理を行う際の優先度に関する条件として、所定
以上の優先度の顔が検出されたタイミングで自動的に静止画の撮影記録を行う条件を指定
することを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　画像処理装置のコンピュータを、
　画像情報に含まれる顔画像を検出するとともに、該顔画像に対応する人物および該人物
の顔の向きを特定する顔検出手段と、
　予め各人物毎に任意の顔の向きを登録する登録手段と、
　前記顔検出手段により特定された人物と顔の向きとの組み合わせが前記登録手段に登録
された人物と顔の向きとの組み合わせに一致するか否かを判定する顔角度判定手段と、
　前記顔角度判定手段により一致すると判定された画像情報に対して所定の画像関連処理
を行うか、あるいは、前記顔角度判定手段により一致すると判定されたタイミングで所定
の画像関連処理を行う顔画像処理手段と、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体の顔を検出して画像情報を処理する画像処理装置及びプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体の顔が正面に向けられた際に撮像を行う撮像装置が知られている（例えば
、特許文献１参照）。具体的には、撮像の際に取得した画像データから顔画像の検出およ
び顔の向きの認識を行って、当該被写体の顔が正面を向けられた際に画像データを記録す
るようになっている。
【特許文献１】特開２００３－２２４７６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、実際に使用する上では、被写体の顔がカメラに対して真正面を向いてく
れるケースというのはまれであり、当該機能を有効に活用することができないといった問
題がある。
　また、被写体によっては、正面からの顔があまり自分の好きではない顔の角度である場
合もあり、この場合、常に自分の好きではない角度でしか撮像できないという問題がある
。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、顔の角度に応じて画像情報の各種処理を優先的に行うことが
できる画像処理装置及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の画像処理装置は、画像情報に含まれる顔画像を検出するとともに、該顔画像に
対応する人物および該人物の顔の向きを特定する顔検出手段と、予め各人物毎に任意の顔
の向きを登録する登録手段と、前記顔検出手段により特定された人物と顔の向きとの組み
合わせが前記登録手段に登録された人物と顔の向きとの組み合わせに一致するか否かを判
定する顔角度判定手段と、前記顔角度判定手段により一致すると判定された画像情報に対
して所定の画像関連処理を行うか、あるいは、前記顔角度判定手段により一致すると判定
されたタイミングで所定の画像関連処理を行う顔画像処理手段と、を備えることを特徴と
している。
【０００６】
　本発明のプログラムは、画像処理装置のコンピュータを、画像情報に含まれる顔画像を
検出するとともに、該顔画像に対応する人物および該人物の顔の向きを特定する顔検出手
段と、予め各人物毎に任意の顔の向きを登録する登録手段と、前記顔検出手段により特定
された人物と顔の向きとの組み合わせが前記登録手段に登録された人物と顔の向きとの組
み合わせに一致するか否かを判定する顔角度判定手段と、前記顔角度判定手段により一致
すると判定された画像情報に対して所定の画像関連処理を行うか、あるいは、前記顔角度
判定手段により一致すると判定されたタイミングで所定の画像関連処理を行う顔画像処理
手段と、として機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、個人毎に指定された顔の角度に応じて画像情報の各種処理を優先的に
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
【００１７】
［実施形態１］
　図１は、本発明を適用した実施形態１の撮像装置１００の概略構成を示すブロック図で
ある。
　実施形態１の撮像装置（画像処理装置）１００は、画像データ内から人物の顔を検出（
認識）し、この検出（認識）結果を利用して、画像データの撮影処理、閲覧処理、加工処
理などの画像データを対象とした様々な処理の自動化を行うものである。
　図１に示すように、撮像装置１００は、撮像部１と、画像記録部２と、画像取得制御部
３と、個人顔データベース（ＤＢ）４と、グループデータベース（ＤＢ）５と、操作入力
部６と、顔検出部７と、検出情報記憶部８と、特定条件判定部９と、表示部１０と、処理
実行部１１等を備えている。
【００１８】
　撮像部１は、人物等の被写体の静止画像や動画像を撮像する。具体的には、撮像部１は
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、撮像レンズ１ａと、撮像素子１ｂと、信号処理部１ｃと、画像メモリ１ｄ等を備えてい
る。
【００１９】
　撮像レンズ１ａは、フォーカス機能及びズーム機能を有し、複数の撮像レンズから構成
されている。
　撮像素子１ｂは、撮像レンズ１ａを通過した被写体像を二次元の画像信号に変換するＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal-oxide Semiconductor
）等から構成されている。
　信号処理部１ｃは、撮像素子１ｂから出力される画像信号に対して所定の画像処理を施
すものである。
　ここで、撮像レンズ１ａ、撮像素子１ｂ及び信号処理部１ｃは、被写体を撮像して画像
情報を生成する撮像手段を構成している。
　画像メモリ１ｄは、画像処理後の画像信号を一時的に記憶する。
【００２０】
　また、撮像部１は、図示は省略するが、撮像部１による被写体の撮像の際に駆動するフ
ォーカス駆動部やズーム駆動部等を備えている。
　フォーカス駆動部は、撮像レンズ１ａに接続されたフォーカス機構部を駆動させる。
　ズーム駆動部は、撮像レンズ１ａに接続されたズーム機構部を駆動させる。
【００２１】
　画像記録部２は、撮像部１により撮像された静止画像や動画像を画像ファイルとして記
録するものである。また、画像記録部２は、例えば、カード型の不揮発性メモリ（フラッ
シュメモリ）やハードディスク等により構成されている。
　ここで、画像記録部２は、撮像部（撮像手段）１により生成された画像情報を静止画像
として保存する静止画像情報保存手段や、撮像部１により連続して生成された画像情報を
動画像として保存する動画像情報保存手段を構成している。
【００２２】
　画像取得制御部３は、撮像部１の画像メモリ１ｄ又は画像記録部２から画像データを読
み出して処理実行部１１や顔検出部７に出力する。具体的には、画像取得制御部３は、操
作入力部６を介したユーザの指示又は処理実行部１１からの要求に応じて、処理実行部１
１での各種撮影／画像処理の対象となる複数の画像データを画像メモリ１ｄから逐次取得
したり、画像記録部２から順番に読み出して、処理実行部１１及び顔検出部７へ出力する
。
【００２３】
　個人顔ＤＢ４は、顔画像情報登録手段として、被写体を個人毎にその顔画像に係る顔画
像情報を登録するものである。
　具体的には、図２に示すように、個人顔ＤＢ４は、被写体の名前と、顔番号と、顔画像
データと、顔特徴データと、優先度等を対応付けて記憶している。例えば、被写体として
「Ａさん」を例示して説明すると、顔番号「Ａ－１」は、Ａさんを正面から撮像した画像
データと、正面から見た顔の特徴（例えば、目の位置、鼻の形状、口の大きさ等）と、顔
の向きと対応付けられ、複数のＡさんの画像の中での優先的な処理に係る優先度「２」が
対応付けられている。同様に、顔番号「Ａ－２」は、Ａさんを右３０°から撮像した画像
データと、右３０°から見た顔の特徴と、複数のＡさんの画像の中での優先度「５（ワー
スト）」が対応付けられ、顔番号「Ａ－３」は、Ａさんを左１５°から撮像した画像デー
タと、左１５°から見た顔の特徴と、複数のＡさんの画像の中での優先度「１（ベスト）
」が対応付けられている。つまり、個人顔ＤＢ４には、顔画像に基づいて個人や顔の向き
を特定するための情報が記憶されている。
【００２４】
　グループＤＢ５は、顔画像情報登録手段として、被写体を当該被写体の属するグループ
毎に登録するものである。
　具体的には、図３に示すように、グループＤＢ５は、グループ名と、焼き増し枚数と、
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メンバー等を対応付けて記憶している。例えば、グループとして「Ａさんの家族」を例示
して説明すると、グループ名「Ａさんの家族」は、焼き増し枚数「まとめて１枚」と、メ
ンバー名である「Ａさん」、「Ｃさん」、「Ｄさん」、「Ｅさん」等が対応付けられてい
る。同様に、グループ「Ｂさんの友人」は、焼き増し枚数「別々」と、メンバー名である
「Ｂさん」、「Ｃさん」、「Ｆさん」等が対応付けられている。
【００２５】
　操作入力部６は、当該撮像装置１００の所定操作を行うためのものである。具体的には
、図示は省略するが、操作入力部６は、シャッターボタン、モード切替ボタン、入力ボタ
ン等を備えている。
　シャッターボタンは、撮像部１により撮像された被写体の画像情報の記録（保存）を指
示するものである。
　モード切替スイッチは、撮像モードをスチルインムービー処理モード、モーションプリ
ント処理モード、画像削除処理モード、自動シャッター処理モード、焼き増し数設定処理
モード等に切り替えるためのものである。
　入力ボタンは、個人顔ＤＢ４やグループＤＢ５の登録内容や特定画像判定条件(後述)等
を入力するためのものである。具体的には、入力ボタンは、各被写体（人物）毎に、その
顔の向き（顔番号）と対応付けられる優先度を入力する。
　ここで、入力ボタン（操作入力部６）は、処理実行部１１による画像情報の処理の実行
を指示する被写体の顔の向きを指定する顔向き指定手段を構成している。
【００２６】
　操作入力部６の各ボタンから入力された操作信号は、処理実行部１１に出力される。
【００２７】
　表示部１０は、撮像部１により撮像された画像を表示するものである。具体的には、表
示部１０は、図示は省略するが、表示制御部と、画像表示部等を備えている。
　表示制御部は、処理実行部１１から適宜出力される表示データを一時的に保存するビデ
オメモリ（図示略）を備えている。
　画像表示部は、表示制御部からの出力信号に基づいて所定の画像を表示する液晶モニタ
等を備えている。
【００２８】
　顔検出部７は、顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ状態にされている場合、画像取得制御
部３からの画像データ出力に応じて、この画像データ内の顔画像を個別に検出するととも
に、検出した顔画像を個人顔ＤＢ４を参照することにより認識して、後述する顔個別検出
情報８ａを逐次出力する。
　具体的には、顔検出部７は、先ず、画像取得制御部３が出力する画像データ（画像フレ
ーム）内より全ての顔部分を検出する。例えば、顔検出部７は、全ての肌色領域を検出し
、検出された各領域内に目、鼻、ロなどに相当する特徴部分（顔パーツ）があるか否かを
判定して、顔パーツがあると判定されれば当該肌色領域を顔画像とみなす。次に、顔検出
部７は、検出された各顔画像部分の位置と、肌色領域の面積などから判定されたサイズを
顔個別検出情報８ａとして検出情報記憶部８に記憶する。そして、顔検出部７は、各顔画
像部分を個人顔ＤＢ４と照合して、最も一致度の高いレコードに対応する人物の名前と、
顔番号を顔個別検出情報８ａとして検出情報記憶部８に記憶する。つまり、検出された顔
画像と個人顔ＤＢ内の顔画像データとの照合、または検出された顔画像から抽出した特徴
データと個人顔ＤＢ内の顔特徴データとの照合により、個人の特定と顔の向きの特定（推
定）を同時に行う。なお、所定数以上の人物が登録されていない場合には、一致度は不明
とする。
【００２９】
　なお、対象となる画像フレームが連続した撮像中に得られたものであれば、顔検出部７
は、直前の画像フレームに対応する顔個別検出情報８ａを参照して、当該直前の撮影フレ
ームに対する検出位置のずれなどに基づいて検出済みの顔画像部分に対してトラッキング
処理を行う。ここで、顔検出部７は、トラッキング処理にて、例えば、検出済みの顔画像



(6) JP 4910827 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

部分を追従するために、画像フレーム内の検出範囲や検出位置、個人顔ＤＢ４との照合範
囲や照合順序を限定する等の処理を行うようになっている。このトラッキング処理により
各顔部分の動きを特定し、この特定された動きを顔個別検出情報８ａとして検出情報記憶
部８に記憶する。
　ここで、顔検出部７は、画像データから顔画像を検出する顔検出手段を構成している。
また、顔検出部７は、操作入力部６を介して入力された被写体の顔の向きと、当該顔検出
部７により検出された被写体の顔の向きが等しくなっているか否かを判定する顔角度判定
手段を構成している。
　さらに、顔検出部７は、検出された顔画像と個人顔ＤＢ４に登録された顔画像情報を比
較照合する顔照合手段を構成している。
　また、顔検出部７は、顔画像に関連する各種の顔関連情報を取得する顔関連情報取得手
段を構成している。
【００３０】
　以下に、図４を参照して顔検出部７が出力する顔個別検出情報８ａについて説明する。
　顔個別検出情報８ａは、図４に示すように、各顔画像部分について、検出番号、位置、
サイズ、動き、人物名、個人顔ＤＢ４における顔番号、個人一致度等を対応付けて記憶さ
れている。例えば、検出番号１を例示して説明すると、顔画像部分の位置（座標）「２１
３，３７８」と、顔画像部分のサイズ「１２０」、動作状態「右に３０画素／フレーム」
と、人物名「不明」等が対応付けられて記憶されている。同様に、検出番号２は、顔画像
部分の位置（座標）「５６３，４２３」と、顔画像部分のサイズ「３７５」、動作状態「
静止」と、人物名「Ｂさん」と、顔番号「Ｂ－２」と、個人一致度「９０％」等が対応付
けられ、検出番号３は、顔画像部分の位置（座標）「７８３，３２４」と、顔画像部分の
サイズ「２６５」、動作状態「静止」と、人物名「Ｆさん」と、顔番号「Ｆ－３」と、個
人一致度「８５％」等が対応付けられて記憶されている。
【００３１】
　また、顔検出部７は、グループＤＢ５を参照して、顔個別検出情報８ａに基づいて画像
データ内の全ての顔の検出状況を判断して、顔全体検出情報８ｂを出力する。
　具体的には、顔検出部７は、グループＤＢ５を参照して各グループ内の複数のメンバー
と検出された複数の被写体（人物）の顔画像とのグループの一致度を算出して、最も一致
度の高いグループを特定し、その特定されたグループ名と、その一致度と、該グループに
対応する焼き増し枚数を顔全体検出情報８ｂとして検出情報記憶部８に記憶する。ここで
、一致度の高低は、一致している人数により判定して、人数が同じならば顔画像の一致度
で判断するようになっている。
　次に、顔検出部７は、顔個別検出情報８ａを参照して、検出された顔画像の総数を計数
して記憶した後、各個人が特定できた顔画像の総数を計数して顔全体検出情報８ｂとして
検出情報記憶部８に記憶する。
【００３２】
　さらに、顔検出部７は、対象となる画像フレーム中のメイン人物の顔画像を特定して記
憶する。メイン人物の特定方法としては、対象となる画像フレームが、連続した撮像中に
得られたものである場合、撮影フレームに対する動きが最も少ない顔画像部分をメイン人
物の顔画像として特定する一方で、対象となる画像フレームが、連続した撮像中に得られ
たものでない場合、撮影フレーム内で最も中央に位置するか、或いは最もサイズが大きい
か、或いはＡＦ領域内に存在するか等の条件を予め指定された優先順位で評価することに
よりメイン人物の顔画像を特定する。
　また、トラッキング中の複数の顔画像に対して、それぞれの動き方向を顔検出センサー
により定量的なデータで取得するとともに、撮像装置に実装された加速度センサーによっ
て、撮像装置の移動方向を定量的なデータで取得する。そして、撮像装置の移動方向に対
して、トラッキング中の顔移動方向が同方向であるのか、それとも別方向なのかをそれぞ
れの顔画像に対して分析を行い、分析の結果、撮像装置の動きに最も近い顔画像が撮影者
にとって撮影したいメイン被写体であると判定する。そして、ＡＦ処理をはじめとして、
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メイン被写体の撮像に最適な設定を自動設定して、撮影可能な状態にするようにしても良
い。
　これにより、顔認識時に複数の顔画像を認識してしまうと、どの人物をメイン被写体と
すれば良いのか、撮像装置は自動では判断しにくいが、メインで撮影したい被写体に対す
る当該撮像装置の動きと被写体の動きを判断することにより、メイン被写体を撮像装置が
自動で判断することができることとなる。
そして、メイン人物の顔画像と最も一致度が高かった顔番号に対応する優先度を、個人顔
ＤＢ４を参照して特定し、顔全体検出情報８ｂとして検出情報記憶部８に記憶する。
　また、各顔画像の中での絶対的な動きが最も大きい顔画像の動きを顔画像全体の動きと
して記憶する。ここで、顔画像の絶対的な動きとは、顔画像の大地に対する動きであり、
カメラに内蔵した加速度センサ（図示略）の情報やズーム倍率で示される画角情報などに
基づいて、撮影フレームに対する各顔画像の動きを大地に対する絶対的な動きに変換する
方法などにより取得される。
【００３３】
　以下に、図５を参照して顔検出部７が出力する顔全体検出情報８ｂについて説明する。
　顔全体検出情報８ｂは、図５に示すように、顔検出総数、個人認識総数、グループ、グ
ループ一致度、全体の動き、メイン人物、優先度、焼き増し枚数等が対応付けられたもの
である。例えば、顔全体検出情報８ｂとして、顔検出総数「７」と、個人認識総数「３」
、グループ「Ｂさん家族」、グループ一致度「８０％」、全体の動き「動く顔あり」、メ
イン人物「Ｂさん」等が対応付けられたものが記憶されている。
【００３４】
　検出情報記憶部８は、顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂを一時記憶し、画像
取得制御部から新たな画像データが出力される毎に顔検出部７により更新される。また、
検出情報記憶部８は、この顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂを後に利用するた
めにファイル保存が指示された場合には、顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂを
画像ファイルと同じファイル名称で別拡張子のファイルとして記憶（保存）される。
　ここで、検出情報記憶部８は、顔検出部７により取得された顔個別検出情報８ａ及び顔
全体検出情報８ｂ（顔関連情報）と画像記録部２に記録される画像ファイルを関連付けて
記録する顔関連情報記録手段を構成している。
【００３５】
　特定条件判定部９は、スチルインムービー処理等の処理実行部１１による各種処理の実
行条件を判定するものである。即ち、特定条件判定部９は、顔検出部７から新たな顔個別
検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂが出力されるのに応じて、この顔個別検出情報８ａ
及び顔全体検出情報８ｂと設定されている特定条件判定情報９ａが一致するか否かを判定
して、一致した場合には、当該一致した画像データや一致したタイミングを指示する指示
情報を逐次出力する。
　ここで、特定条件判定部９は、顔検出部７による被写体の顔の角度の判定結果に基づい
て、処理実行部１１による処理対象となる画像情報を決定する処理対象決定手段を構成し
ている。
【００３６】
　ここで、図６を参照してユーザが任意に設定することができる特定条件判定情報９ａの
一例について説明する。
　特定条件判定情報９ａは、図６に示すように、例えば、顔検出総数、個人認識総数、グ
ループ、グループ一致度、全体の動き、メイン人物、メイン人物の顔状態（優先度）、メ
イン人物のサイズ等が対応付けられたものである。この特定条件判定情報９ａは、処理実
行部１１に実行させる処理の内容や目的に応じてユーザが任意に設定したり自動的に設定
されるものであり、例えば、メイン人物「Ｂさん」と、メイン人物の顔の状態「優先度１
」等が対応付けられたものが記憶されている。
　なお、画像取得制御部３から出力される画像データに対応する顔個別検出情報８ａ及び
顔全体検出情報８ｂが既に顔情報ファイル（後述）として記録されている場合には、顔検
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出部７による顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂの更新を行わず、特定条件判定
部９は、顔情報ファイル内に既に記録されている顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報
８ｂを用いて判断する。
【００３７】
　処理実行部１１は、ユーザの実行指示に応じて、画像データの撮影処理（スチルインム
ービー処理、静止画撮影処理など）や、画像データの閲覧処理（画像検索処理、画像表示
処理など）や、画像データの加工処理（モーションプリント処理、画像削除処理、焼き増
し数の設定処理など）などの画像データを対象とした様々な処理を行うものである。これ
らの処理においては、複数の画像データを対象とした処理を行うが、特定の画像データ又
は特定のタイミングを他の画像データや他のタイミングとは異なる扱いで処理する。通常
は、この特定の画像データや特定のタイミングはユーザの手動操作によって指示されるも
のであるが、顔検出部７による顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ状態に設定されている場
合には、この特定の画像データや特定のタイミングは特定条件判定部９によって自動的に
指示される。
　処理実行部１１は、処理対象となる複数の画像データを、ユーザ指示による手動決定、
または実行内容や目的に応じて自動的に決定し、画像取得制御部３に対して処理対象とな
る複数の画像データを取得するように要求する。そして、この要求に応じて画像取得制御
部３が出力する複数の画像データを対象とした処理を実行し、特定条件判定部９より指示
される指示情報に係る画像データ又はタイミングを特定画像データ又は特定タイミングで
あるとして、他の画像データや他のタイミングとは異なる扱いで処理する。
【００３８】
　以上のように、実施形態１の撮像装置１００によれば、画像データ内に検出（認識）さ
れる被写体（人物）の顔に係る情報を利用して、画像データを対象とした様々な処理を自
動化することができ、また、顔に係る情報を用いた自動化の条件を柔軟かつ容易に設定す
ることができる。
【００３９】
［実施形態２］
　実施形態２は、実施形態１の撮像装置１００を、スチルインムービー処理の自動化に適
用したものであり、特に、被写体毎に指定された顔の角度に応じて動画撮影中に静止画像
を撮影するタイミングを自動決定できるようにしたものである。
　この実施形態２では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【００４０】
　特定条件判定部９は、処理実行部１１によりスチルインムービー処理が実行される場合
に、保存画像決定手段として、顔検出部７による被写体の顔の角度の判定結果に基づいて
、画像記録部２に保存される連続する複数の画像フレーム（動画像データ）のうち、画像
記録部２に静止画像として保存される所定の画像フレームを決定する。即ち、特定条件判
定部９は、撮像部１による動画像の撮像中に、特定条件判定情報９ａのメイン人物の顔状
態に対応する優先度１の顔の向きの画像フレームを取得した場合に、当該画像フレームを
保存対象静止画像として決定する指示に係る指示情報を処理実行部１１に出力する。
　ここで、スチルインムービー処理とは、動画撮影中に静止画を撮影する機能であり、自
動化されていない通常のスチルインムービー処理の場合には、動画撮影中に撮影者がシャ
ッターを押下すると動画撮影を一時的に中断して静止画の撮影記録を行い、静止画撮影の
後、動画撮影を再開するものである。
【００４１】
　次に、図７を参照して自動化されたスチルインムービー処理について説明する。
　図７に示すように、先ず、操作入力部６のモード設定ボタンの所定操作に基づいてスチ
ルインムービー処理モードに設定する。このとき、動画撮影中に静止画を撮影する条件に
ついても特定条件判定情報９ａに設定する。ここでは、動画撮影中にＢさんの顔の向きが
お気に入りの顔の向きとなった場合に静止画を撮影記録するものとし、特定条件判定情報
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９ａのメイン人物を「Ｂさん」に、メイン人物の顔状態を「優先度１」に設定する。なお
、スチルインムービー処理モードが設定された場合にはデフォルトで「優先度１」が設定
され、これを変更する場合にユーザが任意の優先度または優先度の範囲を指定するものと
する（ステップＳ１）。
　次に、処理実行部１１は、顔検出部７による顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ状態であ
るか否かを判断し、ＯＮ状態である場合には、以下の自動化されたスチルインムービー処
理を実行する。なお、ＯＦＦ状態である場合には、通常のスチルインムービー処理を実行
する。
【００４２】
　処理実行部１１は、操作入力部６の所定の入力ボタンの所定操作（動画撮影の開始及び
終了指示）に基づいて、指定された期間内、撮像部１により連続的に撮像を行って得られ
る画像データを逐次出力するように画像取得制御部３に対して指示する（ステップＳ２）
。
【００４３】
　続けて、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４を参照して、当該個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情
報と、前記指示に対応して画像取得制御部３から逐次出力される画像データ(画像フレー
ム)とを比較照合して（ステップＳ３）、顔個別検出情報８ａを出力する（ステップＳ４
）。
　そして、特定条件判定部９は、顔検出部７から出力された顔個別検出情報８ａを入力し
、この顔個別検出情報８ａに基づいて、特定条件判定情報９ａに指定された優先度（ここ
では最もお気に入りの顔の向きに対応する優先度１）の顔の向きの画像情報と一致するか
否かを判定する（ステップＳ５）。ここで、優先度１の顔の向きの画像情報と一致すると
判定されると（ステップＳ５；ＹＥＳ）、特定条件判定部９は、一致した画像データを静
止画撮像の対象画像として指定する指示情報を出力する。または、この一致したタイミン
グを静止画像の撮影タイミングとして指定する指示情報を出力する（ステップＳ６）。
【００４４】
　処理実行部１１は、特定条件判定情報９ａから出力された指示情報が入力されると、当
該指示情報に係る画像フレームを自動的に静止画像として取得する。または、当該指示情
報に係る撮影タイミングで自動的に静止画像を撮影して記録する（ステップＳ７）。
　上記の処理を画像取得制御部３からの画像データの出力が終了するまで繰り返す（ステ
ップＳ８；ＹＥＳ）。
【００４５】
　次に、処理実行部１１は、画像取得制御部３から出力された複数の画像フレームを動画
ファイルに加工して画像記録部２に記録させるとともに、撮像された画像データを個別の
静止画像として画像記録部２に記録させる（ステップＳ９）。
　これにより、スチルインムービー処理を終了する。
【００４６】
　以上のように、実施形態２の撮像装置１００によれば、操作入力部６により指定された
被写体の顔の向きと、顔検出部７により検出された被写体の顔の向きが等しくなっている
か否かを判定して、当該判定結果に基づいて、処理実行部１１による画像関連処理の処理
対象となる画像データを決定することができるので、被写体毎に指定された顔の角度に応
じて画像データの各種処理を優先的に行うことができる。
　また、実施形態２では、スチルインムービー処理を自動化することができ、被写体のお
気に入り（好み）の顔の角度の優先度を高くして特定条件判定情報９ａに設定しておくこ
とにより、当該顔の角度の画像データが撮像部１により生成されると、自動的に取得して
画像記録部２に記録させることができ、より利便性の高い撮像装置を提供することができ
る。
【００４７】
［実施形態３］
　実施形態３は、実施形態１の撮像装置１００を、画像削除処理の自動化に適用したもの
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であり、特に、被写体毎に指定された顔の角度に応じて削除対象となる画像を自動決定で
きるようにしたものである。
　この実施形態３では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【００４８】
　特定条件判定部９は、処理実行部１１により画像削除処理が実行される場合に、削除画
像決定手段として、顔検出部７による被写体の顔の角度の判定結果に基づいて、処理実行
部１１により削除される画像情報を決定する。即ち、特定条件判定部９は、特定条件判定
情報９ａの削除対象画像（図示略）に対応する優先度の最も低い顔の向きの画像情報を取
得した場合に、当該画像情報を削除対象画像として決定する指示に係る指示情報を処理実
行部１１に出力する。
【００４９】
　処理実行部１１は、画像削除手段として、画像記録部２に保存された画像情報を削除す
る。具体的には、処理実行部１１は、削除対象となる画像情報を実際に削除したり、削除
対象となる画像情報をリストアップする。
【００５０】
　次に、図８を参照して自動化された画像削除処理について説明する。
　なお、以下の画像削除処理にあっては、削除対象としたい人物を予め選択しておき、当
該人物の最も低い優先度（例えば、優先度５）の顔の向きとともに特定条件判定情報９ａ
として登録されているものとする。なお、画像削除処理モードが設定された場合にはデフ
ォルトで「優先度５」が設定され、これを変更する場合にユーザが任意の優先度または優
先度の範囲を指定するものとする。
【００５１】
　図８に示すように、先ず、操作入力部６のモード設定ボタンの所定操作に基づいて画像
削除処理モードに設定する（ステップＳ１１）。
　次に、処理実行部１１は、顔検出部７による顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ状態であ
るか否かを判断し、ＯＮ状態である場合には、以下の自動化された画像削除処理を実行す
る（ＯＦＦ状態である場合には、通常の画像削除処理を実行する）。
　処理実行部１１は、操作入力部６の所定の入力ボタンの所定操作に基づいて、画像記録
部２に記録されている画像ファイルのうち、指定された画像集合（グループ）内の画像フ
ァイルを順に出力するように画像取得制御部３に対して指示する（ステップＳ１２）。
【００５２】
　続けて、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４を参照して、当該個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情
報と、前記指示に対応して画像取得制御部３から逐次出力される画像ファイルとを比較照
合して（ステップＳ１３）、顔個別検出情報８ａを出力する（ステップＳ１４）。
　そして、特定条件判定部９は、顔検出部７から出力された顔全体検出情報８ｂを入力し
、この顔全体検出情報８ｂに基づいて、特定条件判定情報９ａに指定された優先度（ここ
では最も写りの悪い顔の向きに対応する優先度５）の顔の向きの画像情報と一致するか否
かを判定する（ステップＳ１５）。ここで、優先度５の顔の向きの画像情報と一致すると
判定されると（ステップＳ１５；ＹＥＳ）、特定条件判定部９は、一致した画像データを
画像削除の対象画像として指定する指示情報を出力する（ステップＳ１６）。
【００５３】
　処理実行部１１は、特定条件判定情報９ａから出力された指示情報が入力されると、当
該指示情報に係る画像ファイルを削除対象画像として取得して、削除リストに追加する（
ステップＳ１７）。
　上記の処理を画像取得制御部３からの画像ファイルの出力が終了するまで繰り返す（ス
テップＳ１８；ＹＥＳ）。
【００５４】
　そして、処理実行部１１は、削除前のユーザ確認モードが設定されているか否かを判定
して（ステップＳ４９）、ユーザ確認モードが設定されていないならば（ステップＳ１９
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；ＮＯ）、削除リストにリストアップされた画像ファイルを直ちに（自動的に）削除する
（ステップＳ２０）。
　一方、ユーザ確認モードが設定されているならば（ステップＳ１９；ＹＥＳ）、削除リ
ストを一覧表示して、ユーザの指示に応じて削除する（ステップＳ２１）。
　これにより、画像削除処理を終了する。
【００５５】
　以上のように、実施形態３の撮像装置１００によれば、操作入力部６により指定された
被写体の顔の向きと、顔検出部７により検出された被写体の顔の向きが等しくなっている
か否かを判定して、当該判定結果に基づいて、処理実行部１１による画像関連処理の処理
対象となる画像データを決定することができるので、被写体毎に指定された顔の角度に応
じて画像データの各種処理を優先的に行うことができる。
　また、実施形態３では、画像削除処理を自動化することができ、被写体のそれほど好き
ではない顔の角度の優先度を低くして特定条件判定情報９ａに設定しておくことにより、
当該顔の角度の画像ファイルを画像記録部２から取得して、自動的に削除候補としてリス
トアップすることができ、ユーザの好きな顔のみの画像を画像記録部２に残すことができ
ることとなって、より利便性の高い撮像装置を提供することができる。
【００５６】
［実施形態４］
　実施形態４は、実施形態１の撮像装置１００を、モーションプリント処理の自動化に適
用したものであり、特に、被写体毎に指定された顔の角度に応じてモーションプリント処
理におけるメイン画像や周囲画像を自動決定できるようにしたものである。
　この実施形態４では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【００５７】
　ここで、モーションプリント処理とは、動画データ内から抽出した複数のフレーム画像
を所定のレイアウトで配置および合成して１枚の静止画を生成（印刷）するものであり、
自動化されていないモーションプリント処理の場合には、上記所定のレイアウトにおいて
メインに配置される（例えば中央に配置される）フレームをユーザが選択するものである
。
【００５８】
　実施形態４では、図９に示すように、複数の判定条件９０１～９０ｎから構成された特
定条件判定情報２０９ａを記憶し、処理実行部１１は、各判定条件に従ってモーションプ
リント処理を行う。
【００５９】
　特定条件判定情報２０９ａは、図１０（ａ）に示すように、例えば、各条件番号（判定
条件）と、顔検出総数、個人認識総数、グループ、グループ一致度、全体の動き、メイン
人物、メイン人物の顔状態（優先度）、メイン人物のサイズ等が対応付けられたものであ
る。また、各条件番号は、図１０（ｂ）に示すように、起動中の各処理と、特定画像（特
定タイミング）の扱い等が対応付けられている。
　例えば、特定条件判定情報２０９ａとして、条件番号１の判定条件は、メイン人物「Ｂ
さん」と、メイン人物の顔の状態「優先度１」と、起動中の処理「モーションプリント」
と、特定画像を「メイン画像Ｍ」として扱うことが対応付けられている。同様に、条件番
号２の判定条件は、メイン人物「Ｂさん」と、メイン人物の顔の状態「優先度２～４」と
、起動中の処理「モーションプリント」と、特定画像を「周囲（サブ）画像」として扱う
ことが対応付けられている。
【００６０】
　特定条件判定部９は、処理実行部１１によりモーションプリント処理が実行される場合
に、主画像決定手段として、顔検出部７による被写体の顔の角度の判定結果に基づいて、
処理実行部１１により生成される合成画像の主画像に係る画像情報を決定する。即ち、特
定条件判定部９は、撮像部１による連続する複数の画像の撮像中に、特定条件判定情報２
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０９ａのメイン人物の顔状態に対応する優先度１の顔の向きの画像情報を取得した場合に
、当該画像情報をメイン画像Ｍとして決定する指示に係る指示情報を処理実行部１１に出
力する。
【００６１】
　即ち、処理実行部１１は、合成画像生成手段として、連続する複数の画像フレーム（動
画像データ）から一の合成画像を生成する。具体的には、処理実行部１１は、複数の画像
フレームの中から、メイン画像Ｍとなる画像フレームを一つ選択するとともに、当該メイ
ン画像Ｍの周囲に配置されるサブ画像Ｓとなる画像フレームを所定数選択する（図１１参
照）。
　ここで、処理実行部１１は、特定条件判定部９により一致すると判定された条件に対応
する動作を選択的に実行するようになっている。
【００６２】
　以下に、図１２及び図１３を参照してモーションプリント処理について説明する。
　なお、モーションプリント処理は、顔検出部７による顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ
状態で実行されるものとする。
【００６３】
　図１２に示すように、先ず、操作入力部６のモード設定ボタンの所定操作に基づいてモ
ーションプリント処理モードに設定する（ステップＳ３１）。
　次に、処理実行部１１は、操作入力部６の所定の入力ボタンの所定操作に基づいて、指
定された期間内、撮像部１により連続的に撮像を行って得られる画像データを逐次出力す
るように画像取得制御部３に対して指示する（ステップＳ３２）。
【００６４】
　続けて、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４を参照して、当該個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情
報と、画像取得制御部３から出力される画像データ(画像フレーム)とを比較照合して（ス
テップＳ３３）、顔全体検出情報８ｂを出力する（ステップＳ３４）。
　そして、特定条件判定部９は、顔検出部７から出力され入力された顔全体検出情報８ｂ
に基づいて、特定条件判定情報２０９ａの条件番号１に係るメイン人物の顔状態に対応す
る優先度１の顔の向きの画像情報と一致するか否かを判定する（ステップＳ３５）。ここ
で、優先度１の顔の向きの画像情報と一致すると判定されると（ステップＳ３５；ＹＥＳ
）、特定条件判定部９は、一致した画像データをメイン画像Ｍとして指定する指示情報を
出力する（ステップＳ３６）。
　また、ステップＳ３５にて、優先度１の顔の向きの画像情報と一致しないと判定される
と（ステップＳ３５；ＮＯ）、特定条件判定部９は、特定条件判定情報２０９ａの条件番
号１に係るメイン人物の顔状態に対応する優先度２～４の顔の向きの画像情報と一致する
か否かを判定する（ステップＳ３７）。ここで、優先度２～４の顔の向きの画像情報と一
致すると判定されると（ステップＳ３７；ＹＥＳ）、特定条件判定部９は、一致した画像
データをメイン画像Ｍの周辺に配置されるサブ画像Ｓとして指定する指示情報を出力する
（ステップＳ３８）。
【００６５】
　処理実行部１１は、特定条件判定部９から出力された指示情報が入力されると、特定条
件判定情報２０９ａの各条件番号に一致することを示すフラグを該当する画像フレームに
付加する（ステップＳ３９）。
　上記の処理を画像取得制御部３からの画像データの出力が終了するまで繰り返す（ステ
ップＳ４０；ＹＥＳ）。
【００６６】
　次に、処理実行部１１は、画像取得制御部３から出力された複数の画像フレームをフラ
グの情報とともに動画ファイルに加工して画像記録部２に記録させる（ステップＳ４１）
。
【００６７】
　直ちにプリントを実行することが指示されていない場合には、図１３に示す処理は、ユ
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ーザからの指示に応じて後日、任意のタイミングで実行する。
　図１３に示すように、実行処理部は、動画ファイル内に含まれる複数の画像フレームを
所定のレイアウト情報に従って配置合成する際に、条件番号１に対応するフラグが付加さ
れている画像フレームをメイン画像Ｍとして中央位置に最も大きいサイズで配置する（ス
テップＳ４２）。
　次に、処理実行部１１は、条件番号２に対応するフラグが付加されている画像フレーム
をサブ画像Ｓとしてレイアウト情報に従ってメイン画像Ｍの周辺に小さく配置して合成す
る（ステップＳ４３）。
【００６８】
　処理実行部１１は、配置合成された１枚の合成画像をユーザからの指示に従って画像記
録部２に記録させたり、或いは、当該撮像装置と接続された印刷機器を用いて印刷する（
ステップＳ４４）。
　これにより、モーションプリント処理を終了する。
【００６９】
　以上のように、実施形態４の撮像装置２００によれば、操作入力部６により指定された
被写体の顔の向きと、顔検出部７により検出された被写体の顔の向きが等しくなっている
か否かを判定して、当該判定結果に基づいて、処理実行部１１による画像関連処理の処理
対象となる画像データを決定することができるので、被写体毎に指定された顔の角度に応
じて画像データの各種処理を優先的に行うことができる。
　即ち、モーションプリント処理にて、被写体のお気に入り（好み）の顔の角度の優先度
を高くして特定条件判定情報２０９ａに設定しておくことにより、当該顔の角度の画像デ
ータが撮像部１により生成されると、メイン画像Ｍとして自動的に取得することができ、
より利便性の高い撮像装置を提供することができる。また、特定条件判定情報２０９ａの
判定条件を複数として、メイン画像Ｍの周辺に配置されるサブ画像Ｓの優先度をメイン画
像Ｍの優先度よりも低くすることにより、サブ画像Ｓを自動的に取得することができる。
　従って、メイン画像Ｍ及びサブ画像Ｓが所定の位置に適正に配置されたモーションプリ
ントを自動的に作成することができる。
【００７０】
　なお、ステップＳ３２にて、画像取得制御部３は、撮像部１により取得された画像デー
タを逐次出力するようにしたが、これに限られるものではなく、画像記録部２に記録され
、ユーザによって指示された画像集合(グループ)内の画像ファイルを順番に出力するよう
にしても良い。
【００７１】
　また、上記のモーションプリント処理にあっては、操作入力部６の所定の入力ボタンの
所定操作に基づいて、モーションプリント処理の対象となる被写体の人物名（例えば、「
Ａ子さん」）が設定されると、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情報のうち、
当該人物に係る顔画像情報を優先的に選択して比較照合用のデータとして取得するように
しても良い。これにより、当該人物に係る顔画像情報を優先的に処理対象とすることがで
きる。
【００７２】
　さらに、特定条件判定情報２０９ａの条件番号２に従って、サブ画像Ｓを選択して取得
するようにしたが、これに限られるものではなく、例えば、メイン画像Ｍに対して一定間
隔を空けて配置された画像フレームや前後との変化量の多い画像フレームを選択するよう
にしても良い。
【００７３】
　また、上記実施形態にあっては、複数の判定条件９０１～９０ｎに応じた処理をモーシ
ョンプリント処理に適用して説明したが、これに限られるものではなく、例えば、スチル
インムービー処理、自動シャッター処理、画像削除処理等の各種の処理に適用するように
しても良い。
【００７４】
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［実施形態５］
　実施形態５は、実施形態１の撮像装置１００を、集合写真の撮影や集合写真の撮影に関
連した関連処理の自動化に適用したものであり、特に、撮影フレーム内に検出（認識）さ
れる集合写真のメンバーが所定の状態となった場合に自動的に静止画を撮影したり、静止
画撮影に関連した関連処理を行うようにしたものである。
　この実施形態５では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【００７５】
　実施形態５の撮像装置３００は、図１４に示すように、複数の判定条件９０１～９０ｎ
から構成された特定条件判定情報３０９ａを記憶し、処理実行部１１は、各判定条件に従
って自動シャッター処理や当該処理に関連した関連処理を行う。
【００７６】
　即ち、特定条件判定情報３０９ａは、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）に示すように、例
えば、条件番号１の判定条件は、グループ「Ｂさんの家族」と、グループ一致度「７０～
８０％」と、起動中の処理「自動撮影」と、特定タイミングで「グループのメンバーが足
りないことの警告」を行うことが対応付けられている。同様に、条件番号２の判定条件は
、グループ「Ｂさんの家族」と、グループ一致度「８０％以上」と、全体の動き「動き有
り」と、起動中の処理「自動撮影」と、特定タイミングで「グループのメンバー全員が静
止していないことの警告」を行うことが対応付けられている。同様に、条件番号３の判定
条件は、グループ「Ｂさんの家族」と、グループ一致度「８０％以上」と、全体の動き「
動き無し」と、起動中の処理「自動撮影」と、特定タイミングで「撮影記録」を行うこと
が対応付けられている。
　ここで、グループ一致度「７０～８０％」は、例えばＢさんの家族が全員で４人である
場合に、カメラを操作する一人の撮影者を除く全てのメンバーが揃ったときに合致するよ
うに設定された数値であり、グループ一致度「８０％以上」は、４人全員が揃ったときに
合致するように設定された数値である。このグループ一致度は、グループ全体の人数に応
じて変更されるものであり、パーセンテージではなく人数を指定するようにしてもよい。
　　
【００７７】
　特定条件判定部９は、処理実行部１１により自動シャッター処理が実行される場合に、
保存画像決定手段として、顔検出部７による被写体の顔の角度の判定結果に基づいて、画
像記録部２に保存される画像情報を決定する。即ち、特定条件判定部９は、撮像部１によ
るスルー画像の撮像中に、特定条件判定情報３０９ａのグループ「Ｂさんの家族」のグル
ープ一致度が８０％以上となって、且つ、全体の動きがなくなった状態の画像情報を静止
画像として決定する指示に係る指示情報を処理実行部１１に出力する。
【００７８】
　処理実行部１１は、撮像関連処理実行手段として、顔検出部７により照合された顔画像
の数に応じて、撮像部１による被写体の撮像に関連する撮像関連処理を実行する。即ち、
処理実行部１１は、顔検出部７により検出された顔画像と個人毎及びグループ毎の照合結
果に応じて、即ち、個人顔ＤＢ４に登録された顔画像情報やグループＤＢ５のメンバーと
の照合結果に応じて、例えば、顔検出部７により所定のグループのメンバーの顔画像が照
合されてグループ一致度が所定割合以上となって、且つ、全体の動きがなくなった場合に
、撮像部１による被写体の撮像を自動的に行わせる自動シャッター処理を実行する。
【００７９】
　処理実行部１１は、焼き増し数設定手段として、撮像部１により撮像された画像データ
の焼き増し数を設定する。具体的には、処理実行部１１は、顔検出部７により検出された
顔画像と個人毎及びグループ毎の照合結果に応じて、即ち、個人顔ＤＢ４に登録された顔
画像情報やグループＤＢ５のメンバーとの照合結果に応じて焼き増し数を設定する。
【００８０】
　次に、図１６を参照して自動シャッター処理について説明する。
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　なお、自動シャッター処理は、顔検出部７による顔検出機能及び顔認識機能がＯＮ状態
で実行されるものとする。
【００８１】
　図１６に示すように、先ず、操作入力部６のモード設定ボタンの所定操作に基づいて自
動シャッター処理モードに設定する（ステップＳ５１）。
　次に、処理実行部１１は、操作入力部６の所定の入力ボタンの所定操作に基づいて、指
定された期間内、撮像部１により連続的に撮像を行って得られるモニタ表示用の画像デー
タを逐次出力するように画像取得制御部３に対して指示する（ステップＳ５２）。
【００８２】
　続けて、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４を参照して、当該個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情
報と、画像取得制御部３から出力される画像データ(画像フレーム)とを比較照合して、顔
個別検出情報８ａを出力する（ステップＳ５３）。また、顔検出部７は、グループＤＢ５
を参照して、各グループ内の複数のメンバーと検出された複数の人物とを照合して、顔全
体検出情報８ｂを出力する（ステップＳ５４）。
【００８３】
　そして、特定条件判定部９は、顔検出部７から出力され入力された全体検出情報８ｂに
基づいて、特定条件判定情報３０９ａの条件番号１または条件番号２に規定された各判定
条件と一致するか否かを判定する（ステップＳ５５）。ここで、条件番号１の各判定条件
と一致すると判定されると（ステップＳ５５；ＹＥＳ）、特定条件判定部９は、画像デー
タが一致したタイミングで「メンバーが足りないことの警告」を発する指示情報を出力す
る。また、条件番号２の各判定条件と一致すると判定された場合は、「グループのメンバ
ー全員が静止していないことの警告」を発する指示情報を出力する（ステップＳ５６）。
　また、ステップＳ５５にて、条件番号１、条件番号２の各判定条件と一致しないと判定
されると（ステップＳ５５；ＮＯ）、特定条件判定部９は、特定条件判定情報３０９ａの
条件番号２に規定された各判定条件と一致するか否かを判定する（ステップＳ５７）。こ
こで、条件番号２の各判定条件と一致すると判定されると（ステップＳ５７；ＹＥＳ）、
特定条件判定部９は、画像データが一致したタイミングで「撮影記録」を行うことの指示
情報を出力する（ステップＳ５８）。
【００８４】
　処理実行部１１は、特定条件判定情報３０９ａから出力された「警告」に係る指示情報
が入力されると、表示部１０を制御して所定の警告画面を表示させたり、スピーカ（図示
略）から所定の警告音を発生させる（ステップＳ５９）。
　また、処理実行部１１は、特定条件判定情報３０９ａから出力された「撮影記録」に係
る指示情報が入力されると、当該指示情報に係る画像フレームを静止画像として取得する
（ステップＳ６０）。
　上記の処理を画像取得制御部３からの画像データの出力が終了するまで繰り返す（ステ
ップＳ６１；ＹＥＳ）。
【００８５】
　次に、処理実行部１１は、撮像された画像データを個別の静止画像として画像記録部２
に記録させる（ステップＳ６２）。
　これにより、自動シャッター処理を終了する。
【００８６】
　次に、図１７を参照して焼き増し数設定処理について説明する。
　なお、以下の焼き増し数設定処理にあっては、特定条件判定情報３０９ａに所定のグル
ープ（例えば、「Ａさんの家族」）が予め登録されているものとする。
【００８７】
　図１３に示すように、先ず、操作入力部６のモード設定ボタンの所定操作に基づいて焼
き増し数設定処理モードに設定する（ステップＳ７１）。
　次に、処理実行部１１は、操作入力部６の所定の入力ボタンの所定操作に基づいて、画
像記録部２に記録されている画像ファイルのうち、指定された画像集合（グループ）内の
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画像ファイルを順に出力するように画像取得制御部３に対して指示する（ステップＳ７２
）。
【００８８】
　続けて、顔検出部７は、個人顔ＤＢ４を参照して、当該個人顔ＤＢ４の複数の顔画像情
報と、画像取得制御部３から出力される画像データ(画像フレーム)とを比較照合して、顔
個別検出情報８ａを出力する（ステップＳ７３）。また、顔検出部７は、グループＤＢ５
を参照して、各グループ内の複数のメンバーと検出された複数の人物とを照合して、顔全
体検出情報８ｂを出力する（ステップＳ７４）。
　そして、特定条件判定部９は、顔検出部７から出力され入力された顔個別検出情報８ａ
及び顔全体検出情報８ｂに基づいて、特定条件判定情報３０９ａに規定された所定のグル
ープと一致するか否かを判定する（ステップＳ７５）。ここで、所定のグループと一致す
ると判定されると（ステップＳ７５；ＹＥＳ）、特定条件判定部９は、顔全体検出情報８
ｂの個人認識総数から「グループのメンバー数－１」を減算した値を焼き増し数として設
定する（ステップＳ７６）。
　一方、所定のグループと一致しないと判定されると（ステップＳ７５；ＮＯ）、特定条
件判定部９は、顔全体検出情報８ｂの個人認識総数に対応する値を焼き増し数として設定
する（ステップＳ７７）。
　これにより、焼き増し数設定処理を終了する。
【００８９】
　以上のように、実施形態５の撮像装置３００によれば、顔検出部７により照合された顔
画像の数及び顔画像の動き量に応じて、撮像部１による被写体の撮像に関連する撮像関連
処理を実行することができるので、顔認識技術を活用して複数の被写体の撮像を効果的に
行うことができる。即ち、顔検出部７により検出された顔画像と個人顔ＤＢ４及びグルー
プＤＢ５に登録された顔画像情報との比較照合を個人毎及びグループ毎に行うことができ
、グループのメンバーのうち、一致度が所定の割合以上となって、且つ、顔画像の動きが
なくなった状態で、自動的にシャッターをきって静止画像を撮像することができる。これ
により、集合写真の撮像を失敗することなく適正に撮像することができる。例えば、集合
写真の撮影において、一人を除く全てのメンバーがカメラの前に集合したときに警告を行
えば、あと一人が揃えば自動的に撮影が行われることを知って事前に笑顔を作るなどの準
備をすることができ、また、全てのメンバーが揃っても、メンバー全員が静止していない
場合に警告を行うので、必要なタイミングで動くのを止めることができ、また、全てのメ
ンバーが揃い、かつ、メンバー全員が静止した場合に自動撮影を行うので、カメラの操作
者が撮影フレーム内に入ってきたばかりでまだ動いている状態で撮影されてしまうような
ことがなくなる。
【００９０】
　また、焼き増し数自動設定処理にて、所定のグループをグループＤＢ５に登録しておく
ことにより、当該グループの認識を行ってグループ全体で必要とする焼き増し数を予め設
定しておくことができ、例えば、同居している家族では人数分の写真を必要としないので
一枚として設定するなどの面倒な焼き増し数の設定を自動的に行うことができる。
【００９１】
　また、上記の自動シャッター処理にあっては、グループ一致度が８０％以上で、その他
の条件が揃った場合に、自動で撮像を行うようにしたが、これに限られるものではなく、
顔検出部７により個人顔ＤＢ４に登録された複数の顔画像情報が全て照合された場合に撮
像を行うようにしても良い。
　これにより、自動シャッター処理をセルフタイマー撮影と組み合わせて行う場合に、よ
り失敗のない記念撮影等を行うことができることとなって、撮像装置の利便性をより向上
させることができる。
【００９２】
　さらに、上記の自動シャッター処理にあっては、登録してある顔以外の人がピンボケに
なってしまうことを防止するため、パンフォーカスモードに切り替えて撮影するようにし
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ても良い。即ち、複数の人が写っている場合、奥行き方向に並んでしまうと、ピンボケを
起こす可能性が高くなってしまうので、顔を検出し更に認識した顔の大きさを持って自動
判定を行う。
　具体的には、顔検出部７が、撮像装置に既に登録済みの顔画像を１個以上照合した場合
には、検出した全ての顔サイズを取得する。そして、個人顔ＤＢ４との照合において、２
個以上の顔画像が認識された場合には、登録済みの顔画像で、且つ、画像フレーム内に認
識された顔サイズの一番小さいもの、つまり、一番遠いところにいる人と、個人顔ＤＢ４
には登録されていないが、検出されたその他の顔画像のサイズとの比較を行う。ここで、
登録していない顔画像の方が一つでもある一定以上の大きさの差があれば、パンフォーカ
スモードに切り替える。また、個人顔ＤＢ４との照合において、１個の顔画像が認識でき
た場合には、検出した全ての顔サイズとの比較を行い、認識できた顔画像よりも一つでも
大きいサイズの顔画像が存在すればパンフォーカスモードに切り替える。
　これにより、集合写真などで登録されていない人物がピンぼけになってしまう撮像を、
パンフォーカスにすることにより回避することができ、より利便性の高い撮像装置を提供
することができる。
【００９３】
　また、上記実施形態にあっては、連写撮像中に、画像フレーム内に検出された顔画像が
個人顔ＤＢ４に登録済みの顔画像である場合であって、当該顔画像がｎ個（ｎ≧１）以上
存在すると認識されると、登録済みと照合された顔画像に対してトラッキング処理を開始
し、ｎ個の顔画像がトラッキングできている間、自動シャッターで撮像を行う。そして、
撮像終了直後に、トラッキングできているか否かを確認して、ｎ個の顔がトラッキングで
きなくなるまで撮像を連続する。
　これにより、顔画像をトラッキングできている間、撮像を連続して行うことができ、登
録済みの顔画像の被写体の様々な表情を撮像し易くすることができる。
【００９４】
　なお、上記実施形態にあっては、複数の判定条件９０１～９０ｎに応じた処理を自動シ
ャッター処理や焼き増し数設定処理に適用して説明したが、これに限られるものではなく
、例えば、モーションプリント処理、スチルインムービー処理、画像削除処理等の各種の
処理に適用するようにしても良い。
【００９５】
［実施形態６］
　実施形態６は、実施形態１の撮像装置１００を、各種撮影モード設定処理や各種撮影条
件設定処理の自動化に適用したものであり、特に、撮影フレーム内に検出された複数の人
物（顔）に対する個人特定（認識）やグループ特定の状況に応じて設定すべき撮影モード
や撮影条件を自動決定するようにしたものである。
　この実施形態６では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【００９６】
　実施形態６の撮像装置４００は、図１８に示すように、顔個別検出情報８ａ及び顔全体
検出情報８ｂから顔情報ファイルを生成して記録する顔情報保存制御部１２を備えている
。
　即ち、顔情報保存制御部１２は、顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂを他の撮
像装置にて再利用可能な形態である顔情報ファイル１２ａとして記録保存する。具体的に
は、顔情報保存制御部１２は、撮像装置４００本体に対して着脱自在なメモリカード等を
備え、当該メモリカードに、顔情報ファイル１２ａ（顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出
情報８ｂ）と、当該顔情報ファイル１２ａと対応付けられている画像ファイルを記憶する
ようになっている。
　ここで、顔情報保存制御部１２は、顔情報ファイル１２ａと画像ファイルを別ファイル
として記憶する別ファイル記憶手段を構成している。
【００９７】
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　また、顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂを顔情報ファイル１２ａとして統合
した場合には、特定条件判定情報４０９ａは、図１９（ａ）に示すように、例えば、各条
件番号（判定条件）と、顔検出総数、個人認識総数、グループ、グループ一致度、全体の
動き、メイン人物、メイン人物の顔状態（優先度）、メイン人物のサイズ等が対応付けら
れたものである。また、各条件番号は、図１９（ｂ）に示すように、起動する各処理と、
起動処理条件等が対応付けられている。
　例えば、特定条件判定情報４０９ａとして、条件番号１の判定条件は、顔検出総数「０
」と、個人認識総数「０」と、起動する処理「風景撮影モード」等が対応付けられている
。同様に、条件番号２の判定条件は、顔検出総数「１」と、個人認識総数「０」と、メイ
ン人物のサイズ「２０％以上」と、起動する処理「単数人物撮影モード」と、処理条件「
認識された人物にピントを合わせる」等が対応付けられている。同様に、条件番号３の判
定条件は、顔検出総数「２以上」と、個人認識総数「０」と、全体の動き「速い」と、起
動する処理「スポーツ撮影モード」等が対応付けられている。同様に、条件番号４の判定
条件は、顔検出総数「１以上」と、個人認識総数「１」と、起動する処理「スナップ撮影
モード」と、処理条件「メイン人物にピントを合わせる」等が対応付けられている。同様
に、条件番号５の判定条件は、個人認識総数「２以上」と、起動する処理「集合写真撮影
モード」等が対応付けられている。同様に、条件番号６の判定条件は、個人認識総数「２
以上」と、全体の動き「有り」と、起動する処理「自動連写可能モード」と、処理条件「
一定時間毎に撮影繰り返す」等が対応付けられている。同様に、条件番号７の判定条件は
、個人認識総数「１以上」と、メイン人物「不明」と、起動する処理「ＡＦモード」と、
処理条件「認識された個人とメイン人物の中間にフォーカスを設定」等が対応付けられて
いる。同様に、条件番号８の判定条件は、グループ一致度「８０％以上」と、メイン人物
「不明」と、起動する処理「パンフォーカスモード」と、処理条件「グループ全員とメイ
ン人物を含むようにフォーカスを設定」等が対応付けられている。
【００９８】
　特定条件判定部９は、顔検出部７から出力された顔全体検出情報８ｂと特定条件判定情
報４０９ａとを常に比較し、一致する条件があった場合には、その一致する条件番号を出
力する。
【００９９】
　処理実行部１１は、特定条件判定部９から条件番号が出力されると、その条件番号に対
応する撮影モードまたは撮影条件への切り換えを行う。
　図１９に示すような特定条件判定情報４０９ａが設定されている場合には、撮影フレー
ム内に１つも顔が検出されていない場合にはフォーカスを遠景に設定するなどの風景撮影
モードに自動的に切り換え、ある程度の大きさの顔が１つ検出されている場合にはフォー
カスを近景に設定するなどの単数人物撮影モードに自動的に切り換え、２人以上の動きの
速い顔が検出されている場合にはシャッター速度を速めるなどのスポーツ撮影モードに自
動的に切り換え、登録されている人物が１人認識されている場合には個人の撮影記録に適
したスナップ撮影モードに自動的に切り換え、登録されている人物が複数認識されている
場合には集合写真の撮影記録に適した集合写真撮影モードに自動的に切り換える。
【０１００】
　このように、実施形態６の撮像装置４００によれば、顔の検出数と、個人の認識数とを
別々に特定し、それら特定された数の組み合わせに応じて撮影モードまたは撮影条件を切
り換えるので、より柔軟に最適な撮影モードまたは撮影条件を自動的に設定することがで
きる。
　また、図１９に示す特定条件判定情報４０９ａの他の設定例では、登録されている人物
が複数認識され、かつ、全体が動いている場合には、自動連写モードに自動的に切り換え
ることにより、全ての人物が正面を向いた瞬間の撮影画像を得ることが容易にできるよう
になる。また、登録されている個人の認識状況とメイン人物の認識状況に応じてフォーカ
スモードを柔軟かつ適切に設定することが可能になる。
【０１０１】
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［実施形態７］
　実施形態７は、実施形態１の撮像装置１００を、画像検索表示処理の自動化に適用した
ものである。
　この実施形態７では、実施形態１における特定条件判定部９および処理実行部１１の処
理内容や設定内容が、上記処理の目的に特化されたものとなる。
【０１０２】
　操作入力部６は、処理実行部１１による画像検索処理や画像表示処理に係る処理条件を
顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂ（顔関連情報）に係る条件に従って入力指定
することができ、処理条件指定手段を構成している。
【０１０３】
　処理実行部１１は、画像情報選択手段として、操作入力部６を介して指定された処理条
件並びに、顔個別検出情報８ａ及び顔全体検出情報８ｂ（顔関連情報）に基づいて、顔情
報保存制御部１２に記録された顔情報ファイル１２ａと関連付けられた複数の画像ファイ
ルの中から、画像検索処理や画像表示処理等の処理対象を選択する。
　即ち、処理実行部１１は、画像検索手段として、画像記録部２に記録された複数の画像
ファイルの中で、操作入力部６を介して指定された処理条件に応じた所望の画像ファイル
を検索する。
　また、処理実行部１１は、画像表示制御手段として、画像記録部２に記録された複数の
画像ファイルの中で、操作入力部６を介して指定された処理条件に応じた所望の画像ファ
イルを表示部１０に表示させる。即ち、処理実行部１１は、画像加工制御手段（処理実行
部１１）により拡大された被写体の顔部分を表示部１０に表示させる。
【０１０４】
　次に、図２０を参照して自動化された画像検索表示処理について説明する。
　なお、記録保存されている画像データの検索や表示を自動化するためには、撮影された
画像データに対して上述した顔個別検出情報８ａや顔全体検出情報８ｂで示されるような
顔情報を関連付けて記録しておく必要がある。
【０１０５】
　撮影時においては、先ず、撮像部１による被写体の撮影が開始され（ステップＳ１０１
）、撮像部１から出力される画像フレーム内に顔画像（人）が存在すると、顔検出部７は
、顔個別検出情報８ａおよび顔全体検出情報８ｂを出力する（ステップＳ１０２）。
【０１０６】
　顔情報保存制御部１２は、この出力された顔個別検出情報８ａおよび顔全体検出情報８
ｂに基づく各種顔情報を「顔情報ファイル１２ａ」として画像データと同じファイル名称
で別拡張子のファイルとして保存する（ステップＳ１０３）。
【０１０７】
　その後、任意のタイミングで操作入力部６の所定操作に基づいて画像検索条件（例えば
、大きい顔）および画像表示条件が特定条件判定情報９ａとして設定され（ステップＳ１
０４）、検索対象となる複数の画像データが指定されると、画像取得制御部３は、処理実
行部１１の指示に応じて検索対象として指定された複数の画像データを順番に出力する。
顔検出部７および顔情報保存制御部１２は、当該画像データに対応する顔情報ファイルが
まだ記録されていない場合には、新たに顔個別検出情報８ａおよび顔全体検出情報８ｂの
出力および「顔情報ファイル１２ａ」の保存を行う。
　特定条件判定部９は、特定条件判定情報９ａに設定されている検索条件と当該画像デー
タに対応する顔情報ファイルの内容とを比較し、条件が一致する場合には、当該画像デー
タを表示対象（検索画像）として指定する指示情報を出力する（ステップＳ１０５）。
　そして、処理実行部１１は、画像記録部２の複数の画像データのうち、表示対象（検索
画像）として指定された画像データのみを取得する（ステップＳ１０６）、更に、処理実
行部１１は、表示対象（検索画像）として指定された画像データに対応する顔情報ファイ
ルの内容と、特定条件判定情報９ａに設定された画像表示条件に基づいて当該画像データ
を表示部１０に出力して表示させる。具体的には、画像表示条件としてメイン人物の拡大



(20) JP 4910827 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

表示が指定されている場合には、顔情報ファイルを参照してメイン人物の顔の位置とサイ
ズを特定し、その部分を拡大して表示する（ステップＳ１０７）。
【０１０８】
　以上のように、実施形態７の撮像装置４００によれば、撮影した画像データ内に人物の
顔が含まれている場合には、この人物の顔に係る様々な情報を利用して画像の検索や表示
を制御することができる。また、画像データと関連付けて顔情報ファイル１２ａを記録す
ることができ、操作入力部６により指定された処理条件に基づいて、顔画像ファイルと関
連付けられた画像データを処理実行部１１による画像関連処理の処理対象として決定する
ことができるので、画像関連処理を効率良く行って、処理の高速化を図ることができる。
　即ち、画像検索処理や画像表示処理等にて毎回画像データをＲＡＭ上に展開してから顔
検出部７による顔検出や顔認識等を行わせる必要がなくなって、顔画像ファイルを参照す
ることにより、顔を基点とした再生表示や顔をキーとした画像検索を効率良く行うことが
できる。
【０１０９】
　また、顔画像ファイルを画像データとともに別ファイルとして保存することにより、当
該データを外部機器に容易に受け渡すことができ、カメラ機能を持たないビューワーなど
で顔を基点とした検索を適正に行うことができる。
【０１１０】
　さらに、上記実施形態では、顔情報ファイル１２ａを別ファイルとして保存するように
したが、画像ファイル内のヘッダーなどの管理領域に保存するようにしても良い。
【０１１１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、図２１に示すように、個人顔ＤＢ４を人物毎に統合して個人顔統合ＤＢ１３と
しても良い。
　即ち、統合するためのレコードが足りないようであれば、実施形態４の撮像装置４００
により生成された顔情報ファイル１２ａを外部メモリから読み込んで個人顔ＤＢ４に追加
する。そして、同じ名前の人物の複数のレコードに基づいて、顔の向きに関係しない個人
の顔の特徴データを抽出して、当該特徴データを個人顔統合ＤＢ１３に記憶する。その後
、この人物の各優先度に対応して記憶されている複数の顔画像の各々の顔の向きを後述す
るような処理によって判定し、各優先度に対応する顔の向きの範囲を特定して記憶する。
　具体的には、図２１に示すように、個人顔統合ＤＢ１３には、各人物の名前と、顔の向
きに関係のない特徴データと、優先度１（ベスト）～優先度５（ワースト）のデータ等が
対応付けられて記憶されている。例えば、被写体として「Ａさん」を例示して説明すると
、Ａさんの特徴データと、優先度１の顔の向きの範囲を示す情報として右１５°から右３
０°が、優先度２の顔の向きの範囲を示す情報として右１５°から左１５°が、優先度５
の顔の向きの範囲を示す情報として左３０°から左９０°等が対応付けられている。同様
に、「Ｂさん」は、Ｂさんの特徴データと、優先度１の顔の向きの範囲を示す情報として
右１０°から左１０°が、優先度２の顔の向きの範囲を示す情報として左２０°から左４
０°が、優先度５の顔の向きの範囲を示す情報として右７０°から右９０°等が対応付け
られている。
【０１１２】
　なお、上記の個人顔統合ＤＢ１３を用いて顔個別検出情報５０８ａを生成する場合には
、顔検出部７により検出された各顔画像部分を個人顔統合ＤＢ１３と照合して、最も一致
度の高いレコードに対応する人物の名前を記憶する。ここで、一致度が所定以上の人物が
登録されていない場合には不明とする。また、顔検出部７は、顔画像の中に含まれる目、
鼻、ロ等の顔パーツの顔の中心からのずれ量に基づいて顔の向きを判定して記憶するよう
になっている（図２３参照）。なお、図２２にあっては、顔個別検出情報５０８ａのうち
、図４の顔個別検出情報８ａと異なる部分のみ表している。また、特定条件判定部９は、
顔検出部７で判定された顔の向きが、個人顔統合ＤＢ１３に記憶されている顔の向きの範
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囲に含まれているかによって、指定された顔の向きと検出された顔の向きが等しいか否か
を判定する。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明を適用した実施形態１の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１の撮像装置の個人顔ＤＢを模式的に示す図である。
【図３】図１の撮像装置のグループＤＢを模式的に示す図である。
【図４】図１の撮像装置の顔検出部により生成された顔個別検出情報を模式的に示す図で
ある。
【図５】図１の撮像装置の顔検出部により生成された顔全体検出情報を模式的に示す図で
ある。
【図６】図１の撮像装置の特定条件判定部による判定処理に係る特定条件判定情報を模式
的に示す図である。
【図７】本発明を適用した実施形態２の撮像装置の処理実行部によるスチルインムービー
処理に係る動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】本発明を適用した実施形態３の撮像装置の処理実行部による画像削除処理に係る
動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】本発明を適用した実施形態４の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１０】図９の撮像装置の特定条件判定部による判定処理に係る特定条件判定情報を模
式的に示す図である。
【図１１】図９の撮像装置の処理実行部によるモーションプリント処理により生成される
合成画像を模式的に示す図である。
【図１２】図１１のモーションプリント処理に係る動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１３】図１２のモーションプリント処理の続きを示す図である。
【図１４】本発明を適用した実施形態５の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１５】図１４の撮像装置の特定条件判定部による判定処理に係る特定条件判定情報を
模式的に示す図である。
【図１６】図１４の撮像装置の処理実行部による自動シャッター処理に係る動作の一例を
示すフローチャートである。
【図１７】図１４の撮像装置の処理実行部による焼き増し数設定処理に係る動作の一例を
示すフローチャートである。
【図１８】本発明を適用した実施形態６の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１９】図１８の撮像装置の特定条件判定部による判定処理に係る特定条件判定情報を
模式的に示す図である。
【図２０】本発明を適用した実施形態７の撮像装置による画像検索表示処理に係る動作の
一例を示すフローチャートである。
【図２１】変形例の撮像装置の個人顔統合ＤＢを模式的に示す図である。
【図２２】図２１の撮像装置の顔検出部により生成された顔個別検出情報を模式的に示す
図である。
【符号の説明】
【０１１４】
１００、２００、３００、４００　撮像装置（画像処理装置）
１　　　撮像部（撮像手段）
２　　　画像記録部
４　　　個人顔ＤＢ（顔画像情報登録手段）
５　　　グループＤＢ
６　　　操作入力部（処理条件指定手段）
７　　　顔検出部（顔検出手段、顔照合手段、顔関連情報取得手段）
８　　　検出情報記憶部（顔関連情報記録手段）
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９　　　特定条件判定部（処理対象決定手段、主画像決定手段、保存画像決定手段、削除
画像決定手段）
１０　　表示部（画像表示手段）
１１　　処理実行部（撮像関連処理実行手段、画像情報選択手段、画像処理手段、合成画
像生成手段、画像削除手段、焼き増し数設定手段、画像検索手段、画像加工制御手段画像
表示制御手段）

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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